








抄録

　成長ホルモン(GH)療法はオーストラリアでは国の専門委員会で規制している。全国

database(OZGROW)は規則的な監査と合理的な指針の改訂を可能にしてきた。1988 年に指

針を改訂して、身体計測値による基準だけで適応の認定をすることにした、その理由は GHD

の診断と非 GHD 小児の GH 分泌反応の判定が難しいためである。治療開始基準は身長 3rd%

以下および骨年齢相当の成長速度 25th%以下であった。GH 分泌試験は大多数の児で続けら

れた。1988 年以来 3100 人以上の小児(35%は GHD、12.5%は Turner 症候群、52%は非 GHD)

が治療された。5 年間の反応(身長 SD スコアの変化)は完全 GHD(+2)(GH の投与量は最低)

が最もよく、他の群は部分的GHD を含め同程度(+1.5)であった。最終身長の増加は Turner

症候群の患者で 4～6cm だった。この data は他の非 GHD 患者ではまだ得られていない。1994

年に GH 療法の指針が改訂され、身長 1st%以下の患者に限定し、GH 療法の中止時期を骨年

齢で女子 13.5 歳、男子 15 歳とした。思春期遅発患者は(適用から)除外する、骨年齢が明

らかに遅れている患者では身長予後が良いからである。新規患者の発生は 1992 年以来減

少し、年間100人が50人以下になった。経費も1994-1995年には$3,100万(米ドル)が$1,600

万に下がった、これは患者数の減少と GH 価格の低下によるものである。オーストラリア

の GH 使用は USA の 68.7%、スウェーデンの 42.4%で、国際的には中等度である。結論とし

て、全国的な包括的database と結びつけて作成した GH 計画は身体計測値を基本とするも

ので(auxology-based GHprogram)、低身長児に合理的かつ経済的な GH 使用を可能にした。


